
委員会基本方針作成のための参考資料 

 

※このルールに従う必要はありません。 

ブロックで行われているルールに基づいた書き方です。初めて基本方針を書く理事の方は参考に

してください。 

 

▼最初の前段5行： 

・委員会が設置された背景。ですので、目的・手段を書くことはできません。 

「〇〇ために、」「〇〇することで、」「〇〇により」「〇〇によって」の使用は、いかなる

場合でも使用不可です。 

 

・1文目：現状把握（強みや問題提起など）→ネガティブではなく、ポジティブにつながるよう

に書くこと。「～なければなりません」などの表現はNG。 

※1文目末尾は、「～可能性を秘めています。」「～可能性を持っています。」 

「～好機を迎えています。」「機運が高まっています。」などの表現、 

またそれに類似する表現は安易に使用しないこと。但し、しっかりとした

データや根拠に基づき、説明できる場合に関しては使用可能とする。 

 

2文目：背景 

→解決のためになすべきこと。

問題に対して、なぜか。 

前段2文目の最後は「～必要です。」で終わること（「～必要があります。」も認めます）。 

 

 

▼中段12行： 

・「まずは、そして、さらに、また、そして、さらに、また、」の順番で表記を統一してくださ

い。文章は「目的・手法・2025年に求められる効果」の順番で一文一文を書いてください。 

例えば   「〇〇ために、▲▲し、■■ます。」 

「〇〇ために、▲▲行い、■■ます。」 

「〇〇ために、▲▲り、■■ます。」 

「〇〇ために、▲▲することで、■■ます。」という表記になります。 

（～し、～しのような形で手法を2回重ねることも可能です。） 

 

 
▼最後の3行： 

・2025年12月31日に達成している姿を書く。ですので、目的・手段を書くことはNG。 

「〇〇ために、」「〇〇することで、」「〇〇により」「〇〇によって」の使用は、いかなる

場合でも使用不可です。 

 

▼スペースについて： 

・最初の5行・中段・最後の3行の文頭一文字スペースは文字数の中に含まない。 

ただし、英文を用いる場合は除く。 


